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さ

れ
て

い

る
。

キ

リ
シ

タ

ン

の

動
向
に

関
す
る
研
究
は
、

宣
教

師
か

ら
教

育
指
導
を
受
け
た

模
様
な
ど

の

カ

ト
リ
ッ

ク

に

関
す
る

信
仰
活
動
に

関
係

す
る

こ

と

や
、

権
力
に

よ

る

弾
圧
に
屈
し
な
い

キ
リ
シ

タ

ン

の

信
仰
心
等

を

中
心
に

行
わ

れ
て

き
た

。

キ

リ
シ

タ

ン

を

取
り
巻
く
村
社
会
の

動
向
は

見
落
と

さ
れ

て

き
た

よ

う
に

思
わ

れ
る

。

ま
た、

カ

ク

レ

キ

リ

シ

タ

ン

の

研
究
に

関
し

て

は
、

古
く
か

ら

行
わ

れ

多
く
の

業
績
が

あ
る

。

し

か

し、

禁
教
解
除
後

、

カ

ク

レ

キ

リ
シ

タ
ン

と
カ

ト
リ
ッ

ク

に

入
信
し
た

キ

リ
シ

タ

ン

（
復
活
キ

リ
シ

タ

ン
）

に

分
派
し

た

時
代
的
背
景
に

関
し
て

は

そ
れ

ほ

ど

触
れ

ら

れ

て

こ

な
か
っ

た
。

本
発
表
で

は

こ

の

よ

う
な
問
題

点
に

注

目
し

、

明
治
政

府
に

よ

る

キ

リ

シ

タ

ン

禁
制
解
除
が

村

社
会
に

ど
の

よ

う

な

影
響
を

与
え

、

キ

リ
シ

タ

ン

と

村
社
会
の

関
係
が

ど
の

よ

う
に

変
化
し

た
か

検
討
し

た
。

　

信
仰
が

禁
制
で

あ
っ

た

近
世
期
に

キ

リ
シ

タ
ン

が

露

顕
さ

れ
る

事
件
が

し
ば
し
ば

発
生
し

た
。

そ
の

時
に

村
社
会
で

は

キ

リ

シ

タ

ン

・

非
キ
リ

シ

タ

ン

が
一

丸
と
な

り
存
在
を

否
定
し

た．、

キ

リ
シ

タ

ン

集
落
で

は

村

社
会

全

体
で

信
仰
を

隠
匿
し

た
の

で

あ
っ

た
。

し

か

し、

キ
リ

シ

タ
ン

禁
制
が

解
除
に

な
る

と

状
況
は
一

変
し

た
。

　

禁
教
が

解
除
と
な
る

と
、

キ

リ

シ

タ

ン

は

国
家
に

よ
る

規
制
か
ら

解
放

さ
れ、

＝
疋

程

度
信
仰
は

自
由
と
な
っ

た
。

し
か
し

、

村
社
会
・

地
域
社

会
か
ら
は
自
由
に

は
な
れ
な
か
っ

た
。

禁
教
が

解
除
さ
れ

た
こ

と
で

、

キ

リ
シ

タ
ン

は
信

仰
を
隠

匿
す
る

態
度
か
ら

公

表
す
る

態
度
に

変
化
さ
せ
る

と
、

集
落
の

信

仰
に

関
す
る

伝

統
行
事
を

拒
否
す
る

よ

う
に

な
っ

た
。

ま

た、

信

仰
を
理
由
に

離
縁
す
る

者
も
現
れ

た

り
も
し
た

。

キ
リ
シ

タ
ン

集

落
内
部
は、

伝

統
的
な

村
社
会
を
運

営
し

よ

う
と
す
る

非
キ
リ
シ

タ
ン

と

信

仰
を

公

表
し

、

自
身
の

信
仰
以

外
を

否
定

す
る

キ
リ

シ

タ

ン

が

衝
突

し
、

村
内
分
裂
の

状
態
と
な
っ

た
。

ま
た

信
仰
を

自
覚
し
た
キ
ー2
シ

タ

ン

は
、

明
治
政
府
の

神
道
国
教

化
政

策
の
一

環
と
し

て

伊
勢
大
麻
が

配

布
さ

れ

た

際
に

拒
否
し、

新
し

く
導
入
さ

れ
た

戸
籍
の

氏

神
・

寺
院
の

記
載
に

キ

リ

シ

タ

ン

と

書
き

記
す
な
ど

、

政
府
の

政

策
に

キ

リ

シ

タ

ン

と

し
て

対

応
し

た
。

キ

リ

シ

タ

ン

は

あ
く
ま
で

も

＝
疋

程
度
の

信
仰
の

自

由
を
主

張

し

た
の

で

あ
っ

た
。

禁
教

解
除
後
の

キ

リ
シ

タ

ン

の

そ

の

よ

う
な

信
仰
態

度
に

よ

り
村
社
会
の

運

営
は
支
障
を
き
た
し

た
。

ま
た

、

禁
教

解
除

後
に

お

け
る

キ

リ

シ

タ

ン

の

信
仰
を
め
ぐ
る

問
題
は

キ

リ

シ

タ
ン

内

部
で

も
起

こ
っ

た
。

禁
教
解
除
に

よ
る
急
速
な
状

況
変
化
に

戸

惑

う
キ

リ

シ

タ

ン

が

現
れ
た

。

カ

ト

リ

ッ

ク

入
信
を

拒
む
キ

リ

シ

タ

ン

が

現
れ
た

の

で

あ
っ

た
。

キ

リ

シ

タ

ン

の

信
仰
を
め
ぐ
る

近

世
か

ら
近

代
の

移

行
は

国
家
に

よ

る

規
制
か

ら

村
社
会
・

地
域
社
会
内
部
の

せ

め

ぎ
あ
い

へ

の

変

化
と

定
義

で

き
る

。

　

本
発
表
は

、

昨
年
度
大
正
大
学
に

お
い

て

取
得
し

た

学
位

論
文
の

内
容

の
一

部
で

あ
る

。

戦

前
の

宗
務
行
政

　

　
　
　

文
部
省
宗
教
局
を

中
心
に

大

　
澤

　
広

　
嗣

　

本
報
告
の

日

的
は

、

宗
務
行
政

史
研

究
の

立

場
か
ら

、

文

部
省
宗
教
局

の

歴

代
局

長
の

人

事
を
分
析
す
る
こ

と

に

あ
る

。

特
に

は

宗
教

団
体
法
の

公

布
時
の

局
長
で

あ
る

松
尾
長
造
を
対

象
と

す
る

。

　

文
部
省

宗
教

局
は、

一

九

＝
二

年
に

内
務
省
の

宗
教
局
が

移

管
さ
れ

た

こ

と
に

始
ま
る

。

一

九
四
二

年
に、

総

力
戦
下
の

行
政

機
構
の

簡
素
化
の
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た
め

宗
教
局
が

廃
止

さ
れ
、

教
化

局
宗
教
課
と
な
る

ま
で

存
在
し

た
。

そ

の

後
は

幾
度
の

機
構
改
編
を

経
て

、

現

在
は

文
部
科
学
省
の

外
局
で

あ
る

文
化
庁
に
、

文
化
部
宗
務
課
と
し
て

設
置
さ

れ

て

い

る
。

　
文
部
省
宗
教
局
の

歴
代
局
長
は

、

第
一

代
柴
田
駒
三

郎

二

九

＝
ニ

ー

二
一
）

、

第
二

代．
架
屋

謙
（
二
一

−
二

二
、

後
に

文
部
事
務
次

官）
、

第．
二

代
武
部

欽
一

（

二

ニ

ー
二

四）
、

第
四
代

ド
村
寿
一

（
二

四

1．
一
九
、

後

に

宗
教
法
人
審
議
会
会
長）

、

第
五

代
西
山
政
猪
（
二

九
ー

三
二
）
、

第
六

代
下
村

寿
一

（一、
一
ニ

ー
三

四、

再
任）
、

第
七

代
菊
沢

季
麿
（一
「

四

1、
二

五
、

真

宗
大
谷
派

寺
院
出
身

、

旧

姓
・

華
房）
、

第
八

代
高
田

休
広

（ ．
二

五

−
三

七
）

、

第
九
代

松
尾

長
造
（
三

七
−

四
〇）
、

第
一

〇

代
阿
原
謙
蔵

〔
四

〇

1
四一
．

）

で

あ
る

。

こ

の

間
の

宗

務
行
政
の

最
大
の

案

件
は
、

宗

教
団
体
に

関
す
る
統
一

法
規
の

整
備
で

あ
っ

た
。

　
松
尾
長
造
（
一

八
九
】

ー
一

九

六
三
）

は
、

長
崎
出
身
で
、

熊
本
の

第

五

高
等
学
校
を

経
て
、

東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
哲
学
科
心
理
学
専
修
に

学
び
、

卒
業
論
文
は

「

読
書
に

関
す
る

心
理

学
的
研
究
」

で

あ
っ

た
。

卒

業
後
は

文
部
属
と
し
て

文
部
省
普
通
学
務
局
勤
務
を

経
て
、

名
古
屋
の

第

八

高
等
学
校
教
授
と

し
て

修
身
と

心
理

学
を

教
え
た

後、

文
部
省
督
学
官

兼
文
部
書
記
官
と
な
っ

た
。

一

九
二

四

年
に

文
部
省
宗
教
局
宗
務
課
長
兼

保
存
課
長
と

な
り、

初
め
て

宗
務
行
政
に

関
わ

る

こ

と
に

な
る

。

二

六
年

に
は

文
部
大
臣
の

諮
問
機
関
で

あ
る

宗
教
制
度
調
査

会
が

設
置
さ
れ
、

委

員
ら
が
宗
教
法
案
を
審
議
し
た
が、

松
尾
は

同
会
幹
事
と

し
て

事
務
を
担

当
し
た

。

一

八

九
九
年
に

帝
国
議
会
で

否
決
さ
れ
た

第
一

次
宗
教
法
案
を

踏
ま
え
て
、

一

九
二

七

年
に

は
第
二

次
宗
教
法
案
が

議
会
に

提
出
さ
れ
る

も
審
議
未
了
と

な
り、

二

九
年
に

は

宗
教
団
体
法
案
と
し

て

提
出
さ
れ
た

が、

ま
た

も
審
議
が
未
了
と

な
っ

た
。

松
尾
は

三

二

年
に

文
部
省
社
会
教

育
局
成
人

教
育
課

長
と

し
て

転
出
し

た
が
、

三

七

年
に

宗
教
局
長
と

し

て

戻
り、

宗
教
制
度

調
査

会
で

は

委
員
か

ら
の

質
疑
を

政
府
側
の

担
当
者
と

し

て

主
に

対
応
し

た
。

宗
教
団
体
法
は

、

帝
国
議
会
を
通
過
し
て
一

九
三

九

年
に

公

布
さ

れ
、

四

〇

年
四

月
七

日

に

施
行
さ
れ

た
。

直
後
の

四
月
一

、
一
口
に

松
尾
は

宗
教
局
長
を

退
任
し

て

翌

日
か

ら
図
書
局
長
と

な
り、

一

連
の

職
務
が

終
了
し

た
の

で

あ
る
。

　
歴

代
局
長
の

経
歴
を

分
析
す
る

と
、

学
歴
は

第
一

代
柴
田
か
ら
第
八

代

高
出
ま

で

が

東
京
帝
大
法
科
の

出
身
で

、

第
一

〇

代
阿
原
が
京
都
帝
大
学

法
科
の

出

身
で

あ
る

。

松
尾
は
、

そ
の

ど

ち
ら

で

も
な
い

。

高
等
文

官
試

験
（

い

わ

ゆ
る

高
文
）

の

合
格
者
は
、

第
九

代
松
尾
以
外
の

全
て

の

人
物

が

該
当
す
る

。

　
松
尾
の

局
長
在

任
時
に
、

宗
教
団
体
法
が

公

布
さ
れ
た

が
、

局
長
は

高

文
出
身
の

行
政
官
が

累
進
し
て

勅
任
（

天

皇
に

よ

る

任
命）

に

よ

り
就
任

す
る

官
位
で

あ
る

。

高
文
の

合
格
者
で

は
な

い

松
尾
が
局
長
に
な
っ

た

こ

と

は、

戦

前
の

官
僚
機
構
に

お
い

て

特
例
で

あ
っ

た

こ

と

が

指
摘
で

き

る
。

仮
に

法
案
が

再
び

不
成
立

と

な
っ

た

場
合
、

高
文
出
身
の

局
長
で

は

経
歴

に

瑕
疵
が

生
じ

る

と

し
て

事
前
回
避
の

幹
部
人
事
に

見
え
な
く
も
な

い
。

し
か
し

宗
教
局

長
の

就
任

直
後
に
、

「
中
外
日
報
』

が

「

法
科
万
能

の

弊
を

廃
し

て

文
科
出
の

松
尾
長
造
氏
を
一

躍
勅
任
二

等
の

宗
教
局
長
に

起
用
し

た
ユ

エ

ン

〔

由
縁〕

の

も
の

は
、

氏
の

宗
務
課
長
時
代
の

手
腕
力

量
を
買
つ

て
宀

示

団
法

案
制
定
の

気
構
へ

か

ら
と

言
は

れ
て

ゐ

る
」

（

一

九

三

七

年
七

月
三

〇

日

付
）

と

報
道
し

た
よ

う
に
、

松
尾
は

宗
務
行
政
の

官

僚
と
し

て

職
務
の

遂
行
に
適
任
で

あ
っ

た
か

ら
で

あ
る

。

　
つ

ま

り
政
府
が

長
期
間
の

準
備
を

経
て

成
立

さ
せ

た

宗
教
団
体
法
は
、

最
終
段
階
の

立

案
事
務
か
ら

公
布
・

施
行
ま
で
、

歴

代
宗
教
局
長
の

中
で

224（1058）
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唯
一

の

高
等
文
官
試
験
の

出
身
者
で

は

な
い

今
日
的
に

言
え
ば

ノ

ン

キ

ャ

リ

ア

の

局
長
で

あ
る
、

松
尾
長
造
に

よ

り
行
政
事
務
が

統
括
さ

れ

て

い

た

の

で

あ
る

。

宗
務
行
政

の

実
施
し

た

調
査
と

そ
の

特
徴

石

　
井

　
研

　
士

　
本
発
表
は

、

文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
「

戦
後
の

宗
務
行
政
が

実
施
し

た

調
査
の

実
体
解

明
と

宗
教
団

体
に

及
ぼ

し
た

影
響
の

研
究
」

（
平

成一
．

三

年
度
ー

二

七

年
度）

の
一

部
を
な
す
も
の

で

あ
る

。

　
本
研
究
は

、

戦
後、

宗
務
行
政
が

実
施
し
て

き
た

実
に

数
多
く
の

調
査

と

膨
大
な
報
告
書
を

収
集、

分
析、

公

開
す
る
こ

と
で
、

戦
後
の

宗
教
団

体
の

あ

り
方
や

日
本
人
の

宗
教
性
に

関
す
る

研
究
を
進
め

る

こ

と
を

口
的

に

し

て

い

る
。

具
体
的
に

は
、

 
戦
後、

宗
務
行
政
が

行
っ

て

き
た

調
査

と
成

果
の

全

貌
を
明
ら

か

に

す
る

こ

と
、

 
戦
後
の

宗
務
行
政
が

宗

教
団

体
の

あ

り
方
に

与
え
た

影
響
を

実
証
的
に

解
明
す
る

こ

と
の

二

点
を
目
的

と
し
て

い

る
。

本
報
告
は
、
．
 
に

関
わ
る

研
究
成
果
の
一

部
で

あ
る

。

　
宗
教
の

調
査

自
体
は

、

戦
後
に

な
っ

て

初
め

て

行
わ
れ

る

よ

う
に

な
っ

た
も
の

で

は
な
い

が
、

戦
後
の

宗
教
調

査
は
、

昭
和
二

二

年
に

組
織
さ
れ

た
九

つ

の

学
会
の

連

合
体
で

あ
る

九

学
会
連

合
の

調
査
に

も
見
ら
れ
る

よ

う
に
、

大
規
模
に

な

り
、

量
的
に

著
し

く
増
加
し

て

い

っ

た
。

宗
務

行
政

に
お

い

て

も、

次
々

と

調

査
が

実
施
さ

れ
て

い

っ

た
。

こ

れ

ら

の

調
査

は
、

当
時
の

杜

会
的
必

要
性
に

よ

る

と

こ

ろ

が

大
き
か
っ

た
。

宗
教

法
人

令
下
に
あ
っ

て、

宗

務
行
政
を

行
う
た
め

、

ま
た
国
民
生
活
に

資
す
る
と

考
え
ら
れ

た

調
査
が
次
々

に

実
施

さ
れ

た
。

　

井
門
富
二

夫
は
昭
和
三

〇

年
代
の

官
庁
調
査
を

振
り
返
っ

て

次
の

よ
う

に

述
べ

て

い

る
。

「

宗
教
法
人

法
が

生
ま
れ
て
、

ち
ょ

う
ど
一

〇

周
年
を

迎

え
よ

う
と

し
て
い

た

こ

の

昭
和
三

五

年
・

三

六

年
と
い

う
時
期
は
、

宗

務
課
に

と
っ

て

も、

あ
る

意
味
で

大
変
な

変
動
の

時
期
で

あ
っ

た
。

宗
教

法
人
法
の

誕
生

後
間
も
な

く
占
領

軍
が

撤
退
し

、

日

本
が

再
び

独
立

を
と

り
も
ど

し

た

頃
は
、

新
憲
法
も

、

そ

の

精
神
に

も
と
つ

い

て

生

ま
れ
た
宗

教
法
人
法
も、

わ

が

国
の

宗
教

界
に

は
ま
だ
ま
だ

根
づ

い

て

は

い

な
か
っ

た
。

そ
ん

な
状
況
の

中
か

ら
、

三
〇

年
代
前
半
に

靖
国
国
家
護
持
論
な
ど

の

複
雑
な

問
題
も
発
生
し

て

き
て

、

宗
教
法
人

法
に

い

わ
れ

る

「

宗
教
法

人
」

「

宗
教
団

体
縣

と

は

何
か、

と
い

う
基
本
理
念
に

対
す
る

疑
問
す
ら

一

般
社
会
か

ら

問
い

か

え
さ
れ

る

よ

う
に

な
っ

て

い

た
。

」

　

昭
和
三
一

年
か
ら

「

儀
式
行
事
・

信

徒
の

教
化
育
成
」

調
査
が

実
施
さ

れ
、

翌
年
に

『

儀
式
行

事
、

信
徒
の

教
化
育
成
A
・

B
』

が
刊

行
さ
れ
た

。

昭
和
三

六

年
に

は

「

宗
教
の

定
義
を
め

ぐ
る

諸
問
題』

が

刊
行
さ
れ
、

昭

和
三
五

⊥
二

六

年
に

は

宗
教

団
体
の

類
型

調
査
が

実
施
さ
れ

、

翌
年
『

宗

教

団
体
類
型

調
査
の

斛
説
』

が
刊

行
さ
れ
た
の

は
、

こ

う
し

た

状
況
が
背

景
に

あ
っ

て

の

こ

と
で

あ
る

。

　

昭
和
四

〇

年
代
以

降、

宗
務
行
政
の

行
う
調
査
は、

お
お

よ

そ
二

つ

に

集

約
さ
れ

て

い

く
。

「

宗

教
法
人
の

行

う
事
業
調

査
」

「

宗

教
法

人
の

組

織
・

運
営
等
に

関
す
る
調
査
」

「

海

外
に

お

け
る

宗
教
事
情
に

関

す
る

調

査

研
究
」

の

三

つ

で

あ
る

。

　
森

岡
清

美
は

宗
教
の

実
態
調
査
を

、

調
査
の

目
的
に

従
っ

て
、

科
学
的

口
的、

実

践
的

目
的

、

サ
ー

ビ

ス

的
目
的
の

三

つ

に

分
類
し

て

い

る
。

行

政
に

よ
る

調
査
は
サ
ー

ビ

ス

的
目
的
調
査
で
、

研
究
者
も
教

団
も

特
別
の
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